
令和８年３月 10日 

  

埼玉地方労働審議会  

会長 蔭山 健介  殿  

  

  

埼玉県足袋製造業最低工賃専門部会  

                             部会長  鈴木 奈穂美  

  

  

埼玉県足袋製造業最低工賃の改正決定について（報告） 

  

当専門部会は、令和８年３月９日埼玉地方労働審議会において付託を受けた

標記の最低工賃の改正決定について、慎重に審議を行った結果、別紙のとおり

改正すべきであるとの結論に達したので報告する。  

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。  

 

記 

   

公益代表委員 

金子 直樹 弁護士 

禿 あや美 埼玉大学経済学部准教授 

鈴木 奈穂美 専修大学経済学部教授 

   

家内労働者代表委員       

筒井 泰樹 UAゼンセン埼玉県支部主任 

松本 聖和 UAゼンセンサイボー労働組合組合長 

山下 健次 日本労働組合総連合会埼玉県連合会副事務局長 

   

委託者代表委員  

加藤 和男 埼玉県商工会連合会専務理事 

廣澤 健一 一般社団法人埼玉県経営者協会専務理事 

森 政浩 株式会社イサミコーポレーション 

オフィス販売部・足袋部 部長 兼工場長 

 



                  別紙 

 

埼玉県足袋製造業最低工賃  

 

１   適用する家内労働者  

  埼玉県の区域内で足袋製造業に係る縫製の業務に従事する家内労働者  

 

２ 適用する委託者  

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者  

 

３  第１号の家内労働者に係る最低工賃額  

  次の表の工程欄の区分に応じ、婦人用足袋（並級のもので、かつ、４枚こはぜのものに限る。） 

10 足につき、金額欄に掲げる金額  

 

工   程  金   額  

  足踏み通し  ８４円３９銭  

  掛け押し縫い  ６３円５８銭  

  こはぜ付け  ８５円５５銭  

  羽縫い  １２１円３８銭  

  甲縫い  １１９円０７銭  

  尻止め  ６３円５８銭  

  つま縫い  ２６３円５７銭  

  まわし縫い  ８９円０２銭  

  アイロン仕上げ  ３１０円９７銭  

 備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費その他の必要経

費を除くものとする。  

 

４ 効力発生の日 法定どおり  


